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本日、ここに、令和６年第３回羽咋市議会定例会が開かれるに

あたり、提出議案の大要と当面する諸課題への取り組みについて、 

ご説明いたします。 

 

はじめに、羽咋市復興計画について、ご説明いたします。 

基本方針を「未来につながる復興」、計画期間を７年間として、

本市の復旧・復興を住民・地域・行政が一体となって取り組んで

いく内容となっています。 

これまで、震災からの復旧・復興に向け、迅速かつ的確に対応

していくため、復興本部を立ち上げるとともに、各種説明会、 

復興まちづくり市民懇談会、若者と子育て世代を対象とした、 

市長と語る会、市民アンケートなどにより、多くの方々の意見を

集約いたしました。 

また、復興アドバイザリーボード会議において、有識者から 

専門的な助言もいただき、８月２８日に復興計画を策定いたしま

した。 

今後は、復興計画の具体的な取り組みを示す実施計画、ならび

に、地域の実情に応じた個別計画の策定を行い、被災者の皆さま

の一日も早い生活再建と、地域経済および都市基盤の構築に、 

取り組んでいきます。 

 

石川県は、９月議会において、能登半島地震 復興基金による

基本メニュー ２７事業ならびに、地域の実情に応じて施策を実施
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するための、市町枠配分を予算計上する予定です。 

本市が強く要望してきた、地域の会館や神社など、地域コミュ

ニティ施設再建支援や、高齢者世帯への緊急情報システム設置な

どが盛り込まれており、復興基金事業を活用しながら、取り組ん

でいきます。 

 

次に、災害公営住宅の整備について、ご説明いたします。 

住宅が半壊以上の被害を受けられた方々を対象に、今後の住ま

いの再建や災害公営住宅への入居希望を把握する、１回目の意向

調査を実施しました。 

３８世帯が、災害公営住宅への入居を希望しており、立地場所

では日常生活の利便性を重視していることが分かりました。 

この結果をふまえて、歴史民俗資料館の南側用地を、最適地と

して選定しました。 

徒歩圏内にスーパーやドラッグストア、医療機関、ＪＲ羽咋駅

がある、生活利便性が高い場所であり、今後、２回目の意向調査

を実施し、住宅の整備規模を決定するとともに、用地取得を図り、

順次、測量や土質調査、設計に着手していきます。 

 

次に、公費解体について、ご説明いたします。 

８月末現在、３３７件、４３０棟分の申請があり、４７棟が、

解体工事を完了し、１５棟が作業中、４８棟について、現場着手

の指示を出しています。 
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自費解体による費用償還の申請につきましては、８月末現在、

４０件、４６棟分の申請がありました。 

手続きの見直しや体制の強化により、今後は月３０棟を超える

ペースで解体作業を進め、目標である令和７年１０月の完了を目

指します。 

 

次に、液状化対策について、ご説明いたします。 

 液状化被害が集中した地区で、国の交付金を活用し、道路と 

宅地を一体的に工事する、液状化対策の検討を進めています。 

町会や地権者のご協力をいただき、工法検討に必要となる、 

ボーリング調査を７月から順次実施し、あわせて、土の性質分析

を行っています。 

 今後、国のサポートを受け、追加のボーリング調査やサウンデ

ィング調査を行い、試験データをもとに、変動予測調査や、必要

に応じて、３次元解析など高度な業務を進め、液状化対策技術検

討委員会に諮ったうえで、各地区に適した液状化対策方針を、 

年内を目途にまとめていきます。 

 なお、順次説明会を開催し、地元の意向を踏まえながら、事業

を実施していきます。 

 

次に、「ＬＡＫＵＮＡはくい」について、申し上げます。 

６月２３日に１９０人の列席のもと、竣工式を執り行いました。

６月２４日から２８日までのプレオープン期間には、市内小学生
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を招待するとともに、ドトールコーヒーショップも営業し、訪れ

た人々からは、多くの笑顔が見られ、グランドオープンの機運を

高めました。 

７月１日のグランドオープンでは、市内園児による演奏やよさ

こいが花を添え、２００人の観客とともに、カウントダウンセレ

モニーを行いました。７月７日からは、週末を中心として、商店

街をはじめ、各種団体や大学、著名人と連携したオープニングイ

ベントを開催しています。 

市民を中心に、県内外からの関心度も高く、８月末時点で来館

者数は８７,８８５人であり、早くも年間想定の６万５千人を超え、

震災後の明るい兆しがみえているところです。 

多様な世代が集まるサードプレイスとなるよう、指定管理者や

周辺の事業者と連携し、魅力ある、羽咋駅周辺のにぎわい創出を

進めていきます。 

 

８月１６日には、復興にかかる情報発信に関する連携協定を 

締結いたしました。 

本協定は、令和６年能登半島地震の影響により、地域の産業・

賑わいが衰退することのないよう、本市と株式会社キャリーオン

が連携・協力し、地域の産業・特産品に、付加価値をつけて流通

させる取り組みや、効果的で的確な情報発信を目的としたもので

す。 

第１弾として、８月１７日と１８日に、ユーチューバーやタレ
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ントによるイベントを、「ＬＡＫＵＮＡはくい」と眉丈台地スポー

ツ広場で実施しました。羽咋市が復興に向けて前進していること

を広く発信できたと捉えています。 

 

８月２８日には、馳知事と國學院大學上野教授をお招きし、 

「古典と羽咋に関するクロストークイベント」を開催しました。

２００人を超える市民にご参加いただき、万葉集などの古典 

文学や地域文化への知識と関心を深めるよい機会となりました。 

 

８月３１日には、「ＬＡＫＵＮＡはくい」のエントランス広場

で、羽咋市町会長連合会主催による獅子舞フェスティバルが開催

されました。市内１２団体、２５０人の若者が参加し、能登獅子

や越中獅子など、各地区の獅子舞を披露し、大勢の観客で賑わい

ました。 

 獅子舞は、本市にとって、かけがえのない伝統文化であり、 

獅子舞の競演を通して、未来を担う若者たちが、その伝統を受け

継いでいくこと、そして若者同士の交流が深まることを願ってい

ます。 

  

 今後も、「ほくりくアイドル部」による、市内周遊ランニング 

体験や職業体験イベントのほか、e スポーツスタジオを活用した、

e スポーツプレイヤーセミナーや、e スポーツ大会の開催を予定 

しています。 
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また、公益社団法人 日本青年会議所主催の「復興花火」が、

８月４日に千里浜海岸で開催され、復興への願いを込め、 

２,５００発の花火が打ち上げられました。 

市内外から大変多くの方が来場し、盛り上がりをみせました。 

 このイベントは、能登半島地震災害支援金として募金活動など

を行い、被災地の復興に向けた事業の一環として行われたもので

すが、このような、市民や団体主体のイベントが、今後も多く 

開催され、羽咋市に更なる活気と賑わいをもたらしてくれること

を期待し、本市としても応援していきます。 

 

次に、宅地分譲について、ご説明いたします。 

若者が住みやすい環境づくりとして、夕日ヶ丘をはじめ、千里

浜ヒルズ第Ⅰ期・第Ⅱ期の分譲地の整備を行ってきました。千里

浜ヒルズは、若い世代だけでなく、能登半島地震被災者の転居先

としても需要が高く、早々に完売となりました。   

宅地分譲は、人口減少対策の有効な手段の一つであり、新たな

分譲が必要であると判断し、現在、用地の選定を進めており、 

早急な整備を目指していきます。 

 

次に、人口動態について、ご説明いたします。 

本市の令和５年度末の人口は、１万９，０８６人で、前年度と

比べ３０１人の減少となりましたが、平成３０年度以降、年間 

４００人程度の減少が続いていたことから、人口減少を緩和する
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ことができたと捉えています。 

その要因としましては、社会動態である、転入と転出の差が、

１４人の増加となったことが挙げられます。 

本市の統計記録上、転入超過に転じたのは、初めてのことです。 

夕日ヶ丘や千里浜ヒルズなどの宅地分譲や、空き家の積極的な

有効活用のほか、子育て世代への各種支援策が、若い世代を呼び

込み、定住を促していると推測しています。 

 

次に、地域公共交通計画の再編実施について、ご説明いたしま

す。 

７月１日から、ＡＩデマンド交通「のるまいかー」や新たな 

ルートでの地域循環バス「るんるんバス」の運行を開始しました。 

７月の利用実績は、のるまいかーが９６５人、るんるんバスが

１，８１６人、延べ２，７８１人であり、昨年度のるんるんバス

の実績と比較し、１８パーセントの増加となるなど、順調な運行

状況です。 

共通回数券をはじめ、路線バスや交通空白地域のタクシー利用

助成券の購入も多いことから、公共交通の再編が、利便性向上や

利用促進につながったと捉えています。 

 

次に、未来につなげる地域経済応援事業について、ご説明いた

します。 

これまでも、新型コロナウイルスや原油高騰をはじめとする、
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地域経済対策として販売してきた、プレミアム付きＵＦＯ商品券

ですが、今回は、被災者支援および物価高騰対策として、発行 

いたしました。 

合計３万７，２１３冊、総額４億４，６５５万円の申し込みが

ありました。今後も、タイミングを逸することなく、家計の負担 

軽減と経済対策を講じていきます。 

  

次に、ふるさと納税業務について、ご説明いたします。 

ふるさと納税の全国の受入額は、年々増加し続けており、令和

５年度に１兆１,１７５億円となり、令和元年度と比べ、２倍以上

となっています。 

一方、本市においては、５億円前後で推移している状況です。 

近年、ふるさと納税業務を専門に受託する事業者の増加や、 

返礼品の多様化などにより、競争力の強化が求められていること

から、公募型プロポーザル方式により、委託事業者選定を実施し、

さらなる財源確保に努めていきます。 

 

次に、新型コロナウイルスワクチン接種について、申し上げま

す。 

全額公費において負担を行う特例期間は、令和６年３月３１日

で終了し、４月１日からのワクチン接種については、定期接種と

して実施することとなっています。 

定期接種の対象者は「満６５歳以上の人」および「満６０歳か
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ら６４歳以下で、心臓やじん臓、呼吸器などに重い病気のある人」

であり、対象者には９月下旬から接種券を郵送いたします。 

接種期間は令和６年１０月１日から令和７年２月２８日、市内

の医療機関１２か所で、自己負担を１,０００円として、実施して

いきます。 

また、定期接種の対象者以外で、任意接種を希望する方には、 

１回３,０００円を助成いたします。 

市民の皆さまには、引き続き、基本的な感染予防をお願いいた

します。 

 

次に、こども政策について、ご説明いたします。 

こどもの利益を最優先に考えた取り組みや政策を社会目標と 

する「こども基本法」を踏まえ、こどもや子育て世代にやさしい

社会づくりを推進するため、国とともに、「こどもまんなかアクシ

ョンリレーシンポジウム」を年度内に開催します。 

 シンポジウムでは、こども家庭庁と本市が共同で、基調講演や 

著名人による子育て講演会を開催する予定です。 

地域や企業など様々な場で、全ての人がこどもや子育てを応援

する仕組みを構築していきます。 

 

次に、市内企業の事業拡大について、ご報告いたします。 

寺家工業団地において、丸編ニットの製造生産を行っている 

株式会社マルゲンは取引先からの新規受注に応えるため、新工場
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を建設し、生産量の拡充を図ることを表明いたしました。 

同社は、平成２９年度にも工場を増築しており、現在の敷地内

には工場の拡張を行う余地がないことから、国道４１５号沿線の

兵庫町地内に新工場を建設します。 

新工場建設や、機械設備の導入などの投資額は２４億円、新規

雇用者は、１３人を見込んでおり、雇用創出や定住人口の増加に

もつながる明るいニュースです。 

また、資金調達にあたり、発行企業が希望する先へ寄付を行う

「寄贈型 SDGｓ私募債」を北陸銀行が受託し、その手数料の一部

を羽咋市に寄贈しており、持続可能な地域社会づくりにも、貢献

されています。 

市内企業の事業拡大は、「輝く羽咋」を実現するための重要な

施策であり、積極的に推進していきます。 

 

以上申し述べまして、提出案件の説明に入ります。 

今議会に提出いたしました案件は、予算案４件、条例案１件、 

その他３件、報告３件、認定７件の合計１８件です。 

 

議案第３５号 令和６年度羽咋市一般会計補正予算第５号に

ついて、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出それぞれ、９億０,６８６万円を追加し、

予算総額を１８５億７，５２８万円に定めようとするもので、 

そのうち、能登半島地震関連の補正予算は、７億５，２３９万円、
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震災関連以外の予算は、１億５，４４７万円となりました。 

歳出の主な内容は、能登半島地震に伴う農業用施設や、道路の

災害復旧のほか、被災者生活再建支援制度における加算支援金、

個人で設置した浄化槽の復旧に対する補助金、住宅応急修理制度

の期間延長に伴う事業費の増額補正などを計上しました。 

震災関連以外の予算では、国の採択を受けた、「こどもまんな

かアクションリレーシンポジウム」開催に伴う事業費のほか、 

乾燥調製施設建設に伴う、産地パワーアップ事業補助金の交付に

かかる事業費の追加補正などを計上しました。 

歳入では、各事業の増額に伴う国庫支出金などを計上し、一般

財源では、普通交付税や前年度繰越金などを増額しました。 

その結果、余剰となった財源は、財政調整基金からの繰入れを

戻し、収支の均衡を図った次第です。 

 

議案第３６号 令和６年度羽咋市水道事業会計補正予算 

第１号について、ご説明いたします。 

令和６年能登半島地震により被災した下水道管の復旧工事に

伴い、支障となる水道管の移転事業費の増額補正が主なもので 

あり、資本的収入では、事業の財源として工事負担金を、３億 

１千万円追加し、予算総額を７億３，４００万円に、資本的支出

では工事請負費等を３億４,１００万円追加し、予算総額を１０億 

４,２５０万円にするものです。 
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議案第３７号 令和６年度羽咋市下水道事業会計補正予算 

第１号について、ご説明いたします。 

令和６年能登半島地震により被災した管渠の災害復旧事業費

の増額補正が主なものであり、収益的支出では、１９０万円追加

し、予算総額を８億０,９２０万円にするものです。 

資本的収入では、事業の財源として企業債と国庫補助金で、 

６億５,６００万円追加し、予算総額を１９億０,９５０万円に、

資本的支出では、工事請負費等を６億５,６００万円追加し、予算

総額を２４億１,２７０万円にするものです。 

 

議案第３８号 羽咋市国民健康保険条例の一部改正につきま

しては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の 

利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部施行に伴い、

被保険者証が廃止となるため、所要の改正を行おうとするもの 

です。 

 

議案第３９号 農地・農業用施設災害復旧事業に関する基本 

協定の締結につきましては、能登半島地震に伴う潟崎橋の復旧工

事には高度な技術を要するため、石川県へ、復旧工事を委託する

ための基本協定を結ぶにあたり、工事の予定価格が１億５千万円

以上であるので、地方自治法および議会の議決に付すべき契約に

関する条例の規定により、議会の議決をお願いするものです。 
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議案第４０号 市道路線の認定につきましては、宇土野町から

福水町の１路線を認定するため、道路法の規定に基づき、議会の

議決をお願いするものです。 

 

議案第４１号 羽咋市下水道事業会計未処分利益剰余金の 

処分につきましては、４億９，４９９万８，３０３円のうち、 

２億０，１０５万０，３７０円を取り崩し、資本的収支補填財源

とするため、地方公営企業法の規定により、議会の議決を求める

ものです。 

 

議案第４２号 令和６年度羽咋市一般会計補正予算第６号に

ついて、ご説明いたします。 

今回の補正は、石川県の復興基金の基本メニューに基づき、 

町会が管理する会館や神社などの再建支援や、応急仮設住宅に 

入居する高齢者世帯などの見守り対策にかかる事業費の追加補正

を計上しました。市町の枠配分については、まちづくり基金への

積み立てにかかる増額補正を計上しました。 

また、災害公営住宅整備の実施設計や用地取得にかかる追加 

補正を計上しました。 

歳入では、復興基金交付金などの県支出金のほか、災害公営 

住宅整備に伴う国庫支出金や市債などを計上し、不足分は、財政

調整基金からの繰入金により収支の均衡を図った次第です。 

これにより、歳入歳出それぞれ、５億０，２６９万３千円を 
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追加し，予算総額を１９０億７，７９７万３千円に定めようとす

るものです。 

 

 報告第３４号 令和６年度羽咋市一般会計補正予算第４号の 

専決処分の報告につきましては、歳出では、能登半島地震に伴う

潟崎橋の復旧工事や、旧鹿島路小学校跡地の法面復旧工事、 

および復興計画に基づく個別計画の策定にかかる追加補正のほか、

住宅応急修理制度の申請件数の増加に伴う増額補正などを行った

ものです。 

歳入では、事業に伴う国県支出金や市債を増額計上したほか、

不足分は、財政調整基金からの繰入金により、収支の均衡を図っ

た次第です。 

これにより、歳入歳出それぞれ１億１，８００万円を追加し、

予算総額を１７６億６，８４２万円に定めたものです。 

 

報告第３５号 健全化判断比率および資金不足比率の報告に

つきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づ

き、令和５年度決算における比率を報告するものです。 

健全化判断比率には、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」 

「実質公債費比率」および「将来負担比率」があり、このうち 

実質赤字比率と連結実質赤字比率は、対象となる会計の収支が 

すべて黒字であったため、該当しないことになります。 

実質公債費比率の３か年平均では、前年度と比較して、０．２
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ポイント増の７．１パーセントになりました。 

将来負担比率は、地方債の残高が減少したことなどにより、 

改善され、昨年度に引き続き、ゼロ以下となりました。 

水道事業や下水道事業の公営企業会計における資金不足比率

では、両会計において資金不足が発生しておらず、該当しません

でした。 

 

報告第３６号 工事請負契約の締結の報告につきましては、 

東部配水池更新工事の配水池築造にかかるものです。この工事 

請負契約につきましては、地方公営企業の業務に関する予定価格

が１億５千万円以上であることから、議決事件に該当しない契約

及び財産の処分についての報告に関する条例の規定により、報告

するものです。 

 

認定第１号から認定第７号までにつきましては、令和５年度の

一般会計および各特別会計の歳入歳出決算、ならびに公営企業 

会計決算について、地方自治法および地方公営企業法の規定に 

基づき、議会の認定をお願いするものです。 

 

一般会計の決算概要につきましては、令和５年度は、原油 

価格・物価高騰支援として、市民生活や地域経済を支える事業を

優先し、全市民対象の地域商品券の給付をはじめ、こども一人 

あたり２万円の地域商品券の給付、運送業者や社会福祉事業者、
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町会活動への支援など、市民生活や事業者支援、地域経済対策を 

スピード感をもって講じました。 

また、１月１日に発生した能登半島地震への対応として、生活

インフラの応急復旧や被災者支援など、一日も早く日常生活に 

戻れるよう機動的に進めました。 

一方、様々な課題に向き合いながら、「輝く羽咋」の実現に 

向けた取り組みを加速させるため、３つの政策の柱に基づき、 

各施策を着実に推進するとともに、事務事業の改革・改善に積極

的に取り組みました。 

 

一つ目の柱である「まちなか賑わい創出と魅力あるまちづく

り」では、にぎわい交流拠点や都市計画道路川原町線、周辺道路、

長者川の一体的な整備を実施するとともに、「ＬＡＫＵＮＡはく

い」の工事現場見学ツアーを行うなど、開業への機運醸成を図り

ました。 

千里浜ヒルズ開発事業では、第１期宅地分譲の造成工事が完了

し、第２期の造成に着手しました。若者・子育て世帯に人気の 

ある魅力ある分譲地であり、第１期、第２期とも完売となり、 

切れ目のない定住促進を図りました。 

余喜小学校の跡地利用では、一部を公民館として活用するため、

施設の改修を行ったほか、今後の活用策について、地元や民間 

事業者の意見を聴取するなど、新たなにぎわい創出の地域交流 

拠点に向けた取り組みを行いました。  
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さらに、若者の地元への定着を促すため、奨学金の返還支援 

制度を創設しました。 

妙成寺の国宝指定に向けた取り組みとして、妙成寺五重塔の 

屋根の修理に対する補助やシンポジウムの開催、現地見学ガイド

ツアーなど、国や県とともに文化財の価値と保護に対する意識の

向上を図りました。 

 

二つ目の柱である「くらしと経済を守り安全安心なまちづく

り」では、子育て世代への支援としては、学校給食費の無償化の

対象を新たに中学１年生まで拡充し、中学校全学年が無償化と 

なるなど子育て支援の充実を図りました。 

また、オンライン相談など、子育てアプリの機能の拡充や年齢

制限の撤廃などの不妊治療助成制度の拡充、産前産後ヘルパー 

派遣事業の導入など、子育て世帯に寄り添った支援を構築しまし

た。 

地域包括ケアシステムでは、住民主体の多様な活動の支援を 

行う生活支援体制整備を進めたほか、認知症やフレイル予防と 

して、e スポーツの体験会などを行いました。 

高齢者の支援といたしましては、温泉施設無料券の交付のほか、

タクシー利用助成では、全ての外出を対象とするなど、支援を 

拡充しました。 

さらに、避難場所である邑知の郷公園内のトイレを災害に対応

した防災トイレに再整備し、防災体制の強化を図りました。 
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三つ目の柱である「デジタル技術を活用したスマートシティの

実現」では、ＧＩＳを活用した住民サービスの向上を図ったほか、

漏水の早期発見、検針業務の効率化を図るため、水道スマート 

メーターの導入や、公民館等の公共施設のＷｉ－Ｆｉ整備の拡充、

高齢者に対するデジタル格差解消を目的とし、全ての公民館で 

スマホ教室を開催しました。 

また、学習意欲や習熟度を高めるため、小中学校にＡＩドリル

を導入したほか、町会向けの電子回覧板アプリである結ネットの

普及促進のため個別説明会の実施、県と連携し、獣害を監視する

カメラを設置するなど、地域活動のデジタル化や地域住民の安全

安心に努めました。 

官民連携でデジタル化を実装し、市民サービスの向上や児童、

生徒の学力向上、安全安心につなげるため、デジタル技術の積極

的な活用を進めてきました。 

歳入では、前年度と比較し、震災関連の経費が増えたことから、

特別交付税が２億５，８０６万８千円増額したほか、国県支出金

は、２億８，１３９万３千円の増額となりました。 

ふるさと納税を含む寄付金につきましては、震災による寄付に

より、２億１，９０１万４千円の増額となりました。 

地方債につきましては、駅周辺整備事業債などが増額であった

ことから、全体で１億７，３１５万円の増額となりました。 

また、千里浜ヒルズ開発事業や被災者支援として、基金を取り

崩したことから、繰入金が、３億９，２３３万１千円の増額とな
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り、歳入全体で、１３億２，５５３万４千円の増額となりました。 

この結果、歳入総額が、１５０億６，００９万円、歳出総額が

１４５億７，２７３万円となり、差し引き４億８，７３６万円の

黒字となりました。 

また、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支につき

ましては、１億５，４６９万９千円の黒字、単年度収支から財政

調整基金への積立や取崩し、市債の繰上償還を考慮した実質単年

度収支につきましては、１億１，３５６万９千円の黒字となりま

した。 

特別会計の決算につきましても、すべての会計で実質収支が、

黒字となっています。 

 

次に、主な財政指標ですが、財政の弾力性を示す経常収支比率

は８９．９パーセントとなり、前年度と比較して０．６ポイント

改善いたしました。 

基金につきましては、財政調整基金が前年度比９，１４０万 

８千円の減少となりましたが、一般会計の基金全体では、 

２，８４５万８千円の増加となりました。 

 また、令和５年度末における全会計の市債残高の合計は、 

２１６億１，２８４万５千円であり、前年度末と比較して、 

３億３，３９３万９千円、率にして１．５パーセントの減少と 

なりました。 
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今後も、中期財政計画による財政予測を基に、事業の選択と 

集中を高めるとともに、国、県などの交付金の活用をはじめ、 

自主財源の確保にも努め、一層の創意工夫を図りながら、健全 

財政の維持に努めていきます。 

 

 なお、一般会計および各特別会計は「主要施策の概要」説明書

などで、また、水道事業会計および下水道事業会計は事業報告書

などにより、詳しい説明をさせていただきます。 

 

以上をもちまして、提出いたしました全案件の説明を、終わり

ます。詳細につきましては、質疑、質問あるいは各常任委員会に

おきまして、ご説明いたします。 

何とぞ、よろしくご審議の上、適切なるご決議を賜りますよう

お願いいたします。 


